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基本目標 推進施策
１　保健・医療・福祉 1-1 健康増進活動の推進

1-2 医療体制の充実

1-3 結婚・出産・子育てへの支援の充実

1-4 高齢者福祉の充実

1-5 障がい者福祉の充実

1-6 地域福祉の充実

２　社会基盤 2-1 生活環境の充実

2-2 道路・河川の整備、交通環境の充実

2-3 上・下水道の整備

2-4 港湾・漁港機能の充実

３　防災・減災 3-1 消防・防災体制の充実

3-2 交通安全・防犯体制の充実

４　移住・定住 4-1 住環境の充実

4-2 Ｕ・Ｉ・Ｊターン移住促進

５　産業・観光 5-1 農業の振興

5-2 水産業の振興

5-3 観光・商工業の振興

６　教育・スポーツ・文化 6-1 学校教育の充実

6-2 生涯学習・生涯スポーツの活性化

6-3 伝統・文化の継承と発展

７　住民協働・行財政 7-1 人権尊重・男女共同参画社会の推進

7-2 地域間交流・国際交流の推進

7-3 協働のまちづくりの推進
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推進施策 主要事業

1-1 健康増進活動の推進 1-1-1 健康の自己管理意識の向上

1-1-2 生涯にわたる保健事業の実施

1-1-3 健康増進への地域資源の活用

1-2 医療体制の充実 1-2-1 地域医療の充実

1-2-2 高度・救急医療の連携強化

1-2-3 小児医療の充実

1-3 結婚・出産・子育てへの
支援の充実

1-3-1 ニーズの高い保育サービスの実施

1-3-2 子育てへの経済支援

1-3-3 保育環境の適正化

1-3-4 放課後児童の居場所づくり

1-3-5 地域における子育てへの応援

1-3-6 児童虐待防止の推進

1-3-7 結婚・出産支援の推進

1-4 高齢者福祉の充実 1-4-1 介護予防・在宅介護支援事業の充実

1-4-2 リハビリテーションの充実

1-4-3 高齢者との交流機会の充実

1-4-4 介護保険サービスの適切な供給

1-4-5 敬老意識の向上

1-4-6 生涯現役のまちづくりの推進

1-5 障がい者福祉の充実 1-5-1 計画的な障がい者支援の実施

1-5-2 障がい者サービスの基盤構築

1-5-3 障がい者の自立生活への支援

1-5-4 障がい者・介助者の活動への支援

1-5-5 障がい者への経済支援

1-6 地域福祉の充実 1-6-1 包括的な地域支援の充実

1-6-2 地域福祉活動の活性化

1-6-3 低所得者への支援

1-6-4 国民健康保険・国民年金の円滑な運営
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事業名 事業の主な内容・効果 担当部署
1-1-1　健康の自己管理意識の向上
継

続

母子健康手帳の交付 母子保健事業や健康づくりへの理解を深め、自
己の継続的な健康管理に役立つ。

保健福祉課

　中央保健センター

健康手帳の交付
（保健事業対象者）

自身の継続的な健康管理に役立つ。

1-1-2　生涯にわたる保健事業の実施
継

続

健康増進計画の改定 町民主体の健康づくりを地域ぐるみで推進する
体制強化を図る。

保健福祉課

　中央保健センター

食育推進計画の改定 食に関する意識を高め、生涯にわたる、食育を
推進する。

妊婦・乳幼児健康診査 疾病や異常の早期発見、育児不安の軽減、療育
等必要なサービスの利用につなげる。

妊産婦、乳幼児訪問指導 保護者の育児不安の軽減、正しい情報の普及、必
要な保健福祉サービスの利用促進を図る。

乳児相談 保護者の育児に関する正しい知識の習得と仲間
づくりにつなげる。

母子健康教育 幼児、児童、保護者が健康づくりや育児に関す
る正しい知識を習得する。

予防接種 乳幼児から高齢者まで伝染の恐れがある疾病の発
生・まん延の予防、公衆衛生の向上・増進を図る。

老成人健康相談 身近な場での健康相談を活用し、セルフケアの
推進とサービス向上につなげる。

老成人訪問指導 個々の生活を踏まえた支援を通し、セルフケア
の向上を図る。

老成人健康教育 生活習慣病等に関する正しい知識を普及し、セルフ
ケア能力の向上、健康づくりの輪を広げる。

歯科検診・歯科保健指導 口腔内の健康づくり（セルフケア）を推進し、
生涯を通した口腔機能の向上につなげる。

保健推進員制度 セルフケア意識・能力が向上し、ともに健康な
まちづくりを推進する町民が増える。

老成人健康診査 地域の健康課題の把握、疾病の早期発見、早期
治療、セルフケアの推進につなげる。

保健福祉課
　中央保健センター
町民課
　医療対策室

1-1-3　健康増進への地域資源の活用
継

続

伊方町食生活改善推進協
議会の育成

地区の組織的な活動により、食生活改善を中心
とする健康づくりにつなげる。

保健福祉課

　中央保健センター
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事業名 事業の主な内容・効果 担当部署
1-2-1　地域医療の充実
継
続

病診連携の強化 診療所相互の連携、病院と診療所（病診）との
連携強化により、小児医療、在宅医療、予防・
リハビリテーションの充実を図る。

町民課　

　医療対策室

国保直営診療所管理運営
事業

無医地区をつくらず、町民の健康維持と地域医
療の充実を図る。

国保直営診療所医療機器
等整備事業

地域医療を支える診療所の医療機器等の整備・
充実により、高度で良質な医療サービスを提供
する。

新
規

地域医療共同教育研究・診
療事業

愛媛大学医学部と連携することにより、診療支
援による安定的な医師確保が可能となり、質の
高い、安心安全な医療提供を図ることができる。

1-2-2　高度・救急医療の連携強化
継
続

一次救急休日・夜間診療
所事業

休日や夜間の一次救急（比較的軽症で入院治療
を要さないもの）の確保により、暮らしの安心
感の向上を図る。

町民課　

　医療対策室

病院群輪番制運営委託事
業

休日や夜間の二次救急（入院治療を要するもの）
の確保により、暮らしの安心感の向上を図る。

1-2-3　小児医療の充実
継
続

小児在宅当番医運営事業 休日に小児患者の一次救急（比較的軽症で入院
治療を要さないもの）の確保により、子育て世
代の安心感の向上を図る。

町民課　

　医療対策室



第３部 後期基本計画

27

事業名 事業の主な内容・効果 担当部署
1-3-1　ニーズの高い保育サービスの実施
継
続

一時預かり事業
（余裕活用型）

保護者の育児負担軽減と幼児の健全育成を図る。保健福祉課　

　こども政策室

子育てサポート事業
（ともしび母親クラブ）

保育所における子育て支援を実施し、保護者自
身が育児の喜び、楽しさを感じとり、幼児・児
童の健全育成を図る。

1-3-2　子育てへの経済支援
継
続

児童手当支給事業
（国事業）

児童を養育している家庭の生活安定と次代を担
う児童の健全な育成及び資質の向上に資する。

保健福祉課

　こども政策室

子ども医療費助成事業の
拡充

子どもの医療費助成拡大により経済的負担の軽
減になり、出生率増加につなげる。

子育て応援事業 第１子出生後に地域商品券５万円分を交付する
ことにより子育て世帯の経済的負担を軽減する
とともに、安心して子どもを育てられる環境の
整備を図る。

愛顔の子育て応援事業 第２子以降出生後におむつ券５万円分を交付す
ることにより子育て世帯の経済的負担を軽減す
るとともに、安心して子どもを育てられる環境
の整備を図る。

保育所利用者負担の軽減 3 歳以上の主食費の免除や 3 歳未満の保育料を
大幅に軽減することにより子育て世帯の経済的
負担を軽減するとともに、安心して子どもを育
てられる環境の整備を図る。

出産祝い金支給事業 第 3 子以降の出産費用と、育児に係る負担軽減
を図る。

保健福祉課　

　中央保健センター

1-3-3　保育環境の適正化
継
続

適切な環境整備
（施設の維持管理）

保育所の保育環境の維持管理を行うことにより、
安全安心な保育を提供する。

保健福祉課

　こども政策室

1-3-4　放課後児童の居場所づくり
継
続

放課後児童健全育成事業
（学童クラブ）

就労等のために日中家庭に保護者がいない世帯
の小学生の仲間づくりと健全育成を図る。

保健福祉課

　こども政策室
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事業名 事業の主な内容・効果 担当部署
1-3-5　地域における子育てへの応援
継
続

子育て総合支援事業 安心して子育てのできる環境の PR や整備を実
施し、子育ての不安解消と移住・定住の促進を
図る。

保健福祉課　

　こども政策室

地域子育て支援拠点事業 保育所入所前の乳幼児と保護者を対象に身近な
場所で実施し、保護者の育児不安の軽減と仲間
づくり、虐待の防止につなげる。

保護者会活動活性化の推
進

幼児教育に関する研修や保護者が参加する保育
所行事の充実を図る。

乳児家庭全戸訪問事業 生後４か月までの乳児のいる家庭を訪問し、乳
児の健全な育成環境の確保と、親の孤独感や不
安感を解消、児童虐待の防止・早期発見につな
げる。

保健福祉課　

　こども政策室

　中央保健センター

養育支援訪問事業 養育支援が特に必要な家庭を訪問し、養育に関
する指導、助言等を行うことにより、親の孤独
感や不安感を解消し、個々の家庭の抱える養育
上の諸問題の解決、軽減を図る。

1-3-6　児童虐待防止の推進
継
続

児童虐待防止ネットワー
ク事業

児童相談所、主任児童委員、教職員、役場職員、
地域の協力員等との意見交換等を実施し、児童
虐待の未然防止を図る。

保健福祉課

　こども政策室

1-3-7　結婚・出産支援の推進
継
続

結婚支援事業 結婚した方に対して祝い金を支給する他、結婚
を望む未婚の男女へ出会いの機会を提供するこ
とにより未婚化・晩婚化の解消を図る。

保健福祉課

　こども政策室

不妊治療費支援事業 治療費用の一部補助により経済的負担の軽減に
なり、出生率増加につなげる。

保健福祉課　

　中央保健センター
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事業名 事業の主な内容・効果 担当部署
1-4-1　介護予防・在宅介護支援事業の充実
継
続

介護予防事業 身近な場所で心身機能の維持向上を図り、新た
な要介護認定者及び中・重度へ悪化する要介護
高齢者数を抑制する。

保健福祉課　

　長寿介護室

　中央保健センター

生活管理指導員（ホーム
ヘルパー）派遣事業

地域支援事業と調整し、日常生活を指導・支援し、
要介護状態への進行を予防する。

保健福祉課　

　長寿介護室

生きがい活動支援通所事
業（デイサービス）

地域支援事業と調整し、孤立感の解消、自立生
活の助長、要介護状態への進行を予防する。

在宅寝たきり老人等介護
手当支給事業

経済的負担の軽減により、在宅要介護者の生活
の質の向上を図る。

家族介護用品支給事業 介護用品の支給により、在宅要介護者の生活の
質の向上を図る。

介護予防住宅改修事業 家庭内事故の防止と介護予防を図り、在宅生活
の継続を図る。

養護老人ホーム入所措置
事業

施設入所により、孤独感の解消と要介護状態へ
の進行を予防する。

はり、きゅう、マッサー
ジ施術費助成事業

高齢者の健康保持・増進と福祉の向上を図る。

高齢者配食サービス事業 栄養バランスのとれた食事の提供、安否確認や
相談助言により、在宅高齢者の健康増進を図る。

1-4-2　リハビリテーションの充実
継
続

運動器の機能向上 身近な場で身体機能の状態に応じた継続的・効
果的な指導を行い、健康寿命の延伸を図る。

保健福祉課　

　長寿介護室

1-4-3　高齢者との交流機会の充実
継
続

ふれあい広場 地域住民主体の介護予防活動を進め、高齢者の
閉じこもり予防につなげる。

保健福祉課　

　長寿介護室

高齢者健康増進事業 地域資源（亀ヶ池温泉等）を活用した高齢者等
の交流を図り、介護予防につなげる。
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事業名 事業の主な内容・効果 担当部署
1-4-4　介護保険サービスの適切な供給
継
続

社会福祉法人等利用者負
担額軽減事業

低所得者のサ－ビス利用を支援し、在宅生活の
継続を図る。

保健福祉課　

　長寿介護室

介護保険事業
（居宅・施設サービス）

介護保険給付を計画的に行い、要支援・要介護
状態の軽減・悪化の防止を図る。

介護予防サービス事業 要支援者に適切な介護予防ケアプランを作成し、
心身の機能の維持、改善を図る。

地域支援事業 地域資源を活用し、地域における包括的マネジ
メントの強化につなげる。

介護保険事業計画、高齢
者保健福祉計画の策定

介護給付等対象サ－ビス、地域支援事業、保健
福祉関連事業を計画的に提供し、高齢者の自立
生活を支える。

伊方社会福祉協会への助
成事業

特別養護老人ホ－ムのサービスの充実を図ると
ともに利用者負担の軽減を図る。

特別養護老人ホーム施設
整備事業

在宅の施設待機者の解消を図る。

地域密着型介護施設整備
事業

在宅の施設待機者の解消を図る。

1-4-5　敬老意識の向上
継
続

敬老行事助成金支給事業 敬老意識の向上及び各地区における福祉の増進
に寄与する。

保健福祉課　

　長寿介護室

長寿祝金支給事業 敬老意識の向上及び福祉の増進に寄与する。

1-4-6　生涯現役のまちづくりの推進
継
続

高齢者生きがいづくり対
策事業

高齢者が生きがいを持って日常を過ごすことによ
り、心身の健康増進と健康寿命の延伸につなげる。

保健福祉課　

　長寿介護室
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事業名 事業の主な内容・効果 担当部署
1-5-1　計画的な障がい者支援の実施
継
続

障がい者計画、障がい福
祉計画の策定

国の制度改正に対応した計画を策定し、障がい
者施策及びサービスの計画的な提供により、障
がい者の暮らしを支える。

保健福祉課　

　福祉対策室

1-5-2　障がい者サービスの基盤構築
継
続

障がい福祉サービスの提
供

国の制度改正に対応し、個々の障がい者に応じた
サービスを提供し、障がい者の自立を支援する。

保健福祉課　

　福祉対策室

地域生活支援事業 国の制度改正に対応し、障がい者の状況をふま
え、地域の実情に応じたサービスを提供し、障
がい者の地域生活を支援する。

1-5-3　障がい者の自立生活への支援
継
続

伊方町小規模作業所運営
事業

障がい者の社会参加、障がい理解と支えあいの
地域づくりを目指す。

保健福祉課

　中央保健センター

相談、訪問指導事業 継続的に、健康教室や相談事業、訪問等の事業
取り組みを行うことで、障がい者の地域生活の
実現につなげる。

精神障害者社会復帰事業 心の病気や障がいに対する啓発、当事者の社会
参加と生活力向上により、社会復帰を促進する。

心の健康相談事業 専門的な相談が心の健康づくりに役立つ。

発達障がい等の総合的な
相談窓口の設置

相談支援、教育支援、就労支援等を行い、地域
において自立し、主体的な生活を築き豊かに生
きていけるよう支援を行う。

保健福祉課

　福祉対策室
　中央保健センター
教育委員会事務局
　学校教育室

1-5-4　障がい者・介助者の活動への支援
継
続

伊方町精神障害者家族会
の育成

心の病気と障がいへの理解促進と、地域精神保
健福祉の推進を図る。

保健福祉課

　中央保健センター

障がい者団体の支援 障がい者同士の交流と社会参加の促進を図る。 保健福祉課　

　福祉対策室

1-5-5　障がい者への経済支援
継
続

心身障害者福祉給付金事業 心身障がい者の福祉の増進を図る。 保健福祉課

　福祉対策室

医療費の負担軽減
（更生医療、育成医療）

国の制度改正に対応し、障がい者の医療費負担
を軽減し、自立を支援する。
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事業名 事業の主な内容・効果 担当部署
1-6-1　包括的な地域支援の充実
継
続

社会福祉協議会支援 質の高い地域福祉・在宅福祉サービスの提供、
行政・福祉諸団体等と連携した地域福祉活動を
推進する。

保健福祉課　

　福祉対策室

保健・医療・福祉関係機
関の連携強化

保健、医療、福祉機関の連携強化により、効果的・
継続的な支援を実施する。

保健福祉課

　福祉対策室
　こども政策室
　長寿介護室
　中央保健センター
町民課
　医療対策室

新
規

地域共生拠点施設整備事
業

地域共生拠点施設の整備により、人々のつなが
りの強化及び地域の活性化を図る。

保健福祉課

　長寿介護室

1-6-2　地域福祉活動の活性化
継
続

地域ボランティア（団体）
の支援

社会福祉協議会を中心に情報提供や活動支援を
行い、ボランティア（団体）の活動機会を拡大し、
地域全体でのボランティア意識の向上を図る。

保健福祉課　

　福祉対策室

救急医療情報キット（命
のカプセル）配布事業

迅速な救急活動を行うシステムを構築し、高齢
者や障がい者等が在宅で安心した暮らしを実現
する。

独 居 高 齢 者 福 祉 ネ ッ ト
ワーク事業

独居高齢者の見守り推進員体制を維持し、ニー
ズの発見からサービスの提供へと結びつける。

保健福祉課

　長寿介護室

1-6-3　低所得者への支援
継
続

生活困窮者への支援 日常生活の困窮な者への最低限の生活維持を保
障し、その自立を助長する。

保健福祉課　

　福祉対策室

1-6-4　国民健康保険・国民年金の円滑な運営
継
続

国民健康保険制度の運営 国の制度改正に対応し、適切な国民健康保険制
度の運営により、安心できる暮らしを支える。

町民課

　医療対策室

国民年金制度の周知 年金事務所と連携し、国民年金制度の周知を図
り、制度への理解と関心を高める。

町民課

　住民生活室
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推進施策 主要事業

2-1 生活環境の充実 2-1-1 ごみの減量化と分別収集の推進

2-1-2 適切な廃棄物処理体制の整備

2-1-3 環境の保全に関する施策

2-1-4 環境美化及び不法投棄防止対策の強化

2-1-5 墓地の整備

2-1-6 環境調査の実施

2-2 道路・河川の整備、交通
環境の充実

2-2-1 幹線への接続道路の整備

2-2-2 地区内生活道路の整備

2-2-3 第 2 輸送路（旧国道、県道）の拡幅改良

2-2-4 公共土木施設維持補修

2-3 上・下水道の整備 2-3-1 上水道の計画的な整備

2-3-2 下水道等の計画的な整備

2-4 港湾・漁港機能の充実 2-4-1 港湾の計画的な整備

2-4-2 漁港に適した機能の拡充



第３部 後期基本計画

35

事業名 事業の主な内容・効果 担当部署
2-1-1　ごみの減量化と分別収集の推進
継
続

ごみの減量化推進事業 生ごみの排出抑制と堆肥として再利用を促進し、
可燃ごみの減少と CO2 の抑制を図る。

町民課　

　環境対策室

ごみの分別啓発事業 正しい分別収集体制を維持し、中間処理の効率
化と再資源化を促進する。

2-1-2　適切な廃棄物処理体制の整備
継
続

一般廃棄物収集運搬処理
事業

廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、
処分等の処理を行い、生活環境の保全及び公衆
衛生の向上を図る。

町民課　

　環境対策室

リ サ イ ク ル セ ン タ ー ス
トックヤード整備事業

町リサイクルセンターを整備し、資源ごみのリ
サイクルの促進を図る。

新
規

一般廃棄物最終処分場建
設事業

現行施設の埋立終了予定は令和 10 年 3 月まで
となっているが、実際の埋立が早まっている状
況であり、埋立が終了するまでに最終処分場を
新設し、一般廃棄物のうち不燃ごみ、粗大ごみ
等の適正な処分体制を構築、生活環境の保全及
び公衆衛生の向上を図る。

2-1-3　環境の保全に関する施策
継
続

環境基本計画等策定事業 環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推
進し、将来にわたって健康的な生活に寄与する。

町民課　

　環境対策室

2-1-4　環境美化及び不法投棄防止対策の強化
継
続

クリーン運動（一斉消毒） 定期的な清掃活動を行い、美しい環境の保全と
環境美化意識の向上を図る。

町民課　

　環境対策室

不法投棄防止対策事業 増加する不法投棄を防止し、美しい自然観光の
保全につなげる。

2-1-5　墓地の整備
継
続

墓地整備事業 将来的に核家族化等で墓地の不足が予想される
ことから墓地を整備し、生活環境の向上を図る。

町民課　

　環境対策室

伊方斎場延命化事業 老朽化のため、大規模修繕を行い、生活環境の
向上を図る。

2-1-6　環境調査の実施
継
続

環境放射線等調査事業 周辺環境への影響を評価し、安全を確認する。 総合政策課　

　原子力政策室



36

事業名 事業の主な内容・効果 担当部署
2-2-1　幹線への接続道路の整備
継
続

町道大佐田名取口線道路
改良事業

通行の安全確保と事故の未然防止により、本線
の効果を図る。

建設課　

　地域整備室

町道湊浦奥線（川永田）道
路改良事業

各公共施設へのアクセスの改善と地域間交流の
充実、地域住民の生活の向上を図る。

町道鳥津国道線道路新設
事業

災害時の避難道路を整備し、地区の生活環境の
向上と日常生活の安全と安心を高める。

道路ストック総点検事業 計画的な修繕事業により、交通の安全確保を図る。

橋梁長寿命化修繕事業 橋梁架け替え等に関する費用抑制と長期的な交
通の安全確保を図る。

橋梁修繕事業 計画的な修繕事業により、交通の安全確保を図る。

2-2-2　地区内生活道路の整備
継
続

町道仁田之浜地区内道路
新設事業

災害対応をはじめ地域住民の生活環境の利便性
の向上を図る。

建設課　

　地域整備室

町道名取地区内道路新設
事業

災害対応をはじめ地域住民の生活環境の利便性
の向上を図る。

町道三崎地区内道路新設
事業

災害対応をはじめ地域住民の生活環境の利便性
の向上を図る。

地域環境対策事業 災害対応をはじめ地域住民の生活環境の利便性
の向上を図る。

2-2-3　第 2 輸送路（旧国道、県道）の拡幅改良
継
続

町道宇和海線道路改良事
業

各公共施設へのアクセスの改善と地域間交流の充
実、地域住民の生活の向上を図る。

建設課　

　地域整備室

県道鳥井喜木津線生活道
路改良事業負担金

本町への経済効果、地域住民の生活の向上に寄与
する。

県道佐田岬三崎線生活道
路改良事業負担金

地域住民の生活環境の向上と観光施設へのアクセ
スの向上に寄与する。

2-2-4　公共土木施設維持補修
継
続

公共土木施設維持補修 地域住民の生活の向上、町全体の発展に寄与する。建設課　

　地域整備室
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事業名 事業の主な内容・効果 担当部署
2-3-1　上水道の計画的な整備
継
続

上水道重要給水施設等管
路耐震化事業

南海トラフ地震に備え、町内の重要給水施設等
管路の耐震化を行い、有事に備えると伴に災害
発生後の早期復興を図る。

上下水道課　

　上水道室

町道湊浦奥線上水道老朽
管更新事業

老朽化した配水施設を耐震性に優れた素材に更
新し上水道の安定供給を図る。

2-3-2　下水道等の計画的な整備
継
続

特定環境保全公共下水道
情報管理システム整備事
業

経営状態等の正確な把握による経営管理の向上
及びより計画的な経営基盤の強化・財政マネジ
メントの向上を図る。

上下水道課　

　下水道室

合併処理浄化槽整備事業 水洗化と汚水の排除により、生活環境の改善と
公共水域の水質改善を図る。

小規模下水道事業改築事
業（豊の浦・田之浦・大成・
鳥津・佐田岬頂上開発）

本施設の機能維持が図られるとともに、適正か
つ合理的な施設管理が可能となり、事故の未然
防止及びライフサイクルコストの最小化を図る。

特定環境保全公共下水道
事業（伊方・九町処理区）
改築事業

ストックマネジメント事業により本施設の長期
的な老朽化対策をリスク評価による優先順位付
けを行うことで施設管理の最適化及びライフサ
イクルコストの最小化を図る。
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事業名 事業の主な内容・効果 担当部署
2-4-1　港湾の計画的な整備
継
続

港湾海岸保全施設
（長寿命化計画）

施設の劣化や変状による性能の低下防止により、
維持・更新費の縮減、港湾施設の延命化を図る。

建設課　

　地域整備室

三崎港改修事業負担金 観光、交通、物流、産業における九州への唯一
の玄関口としての機能を整備し、地域住民、県
下住民の生活向上に寄与する。

2-4-2　漁港に適した機能の拡充
新
規

豊の浦漁港整備事業 防波堤の改良により、地域住民の生命、財産を
守る。

建設課　

　地域整備室

四ッ浜漁港整備事業 防波堤の改良により、地域住民の生命、財産を
守る。
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推進施策 主要事業

3-1 消防・防災体制の充実 3-1-1 消防体制の強化

3-1-2 防災体制の強化

3-2 交通安全・防犯体制の充
実

3-2-1 交通安全対策の推進

3-2-2 地域安全対策の推進



第３部 後期基本計画

41

事業名 事業の主な内容・効果 担当部署
3-1-1　消防体制の強化
継
続

広域消防体制の整備（八
幡浜地区消防事業負担金）

大規模災害時における消防機関の相互応援体制
を強化し、被害を最小限にとどめる。

総務課　

　危機管理室

消防団活動支援 町全域での消防団体制の強化と自主防災組織と
の連携を強化し、防災体制の強化を図る。

消防施設・設備等整備事
業

老朽化した消防施設を更新し、迅速な消火活動
体制を維持する。

3-1-2　防災体制の強化
継
続

防災意識啓発 定期的な防災講演会の実施、防災マップの適宜
更新等を通して、町民の防災意識の高揚を図る。

総務課　

　危機管理室

指定避難所備蓄品配備事
業

指定避難所へ備蓄品を配備することにより、災
害時の迅速な対応を可能にする。

防災対策資器材整備事業 消防団及び自主防災組織等に防災対策資器材を
整備し、町民の防災意識の向上、災害時対応の
強化を図る。

避難対策支援強化事業 指定避難所へ資機材を配備することにより、災
害時の迅速な対応を可能にする。

自主防災組織設置推進・活
動支援事業

災害時の自主的な地区支援体制を維持し、町民
の防災意識の向上、災害時の迅速な対応を可能
にする。
また、定期的な防災講演会の実施、防災マップ
の適宜更新を通して、町民の防災意識の高揚を
図る。

地区防災計画の作成 各地区における防災力強化を図り、定住環境の
維持・向上につなげる。
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事業名 事業の主な内容・効果 担当部署
継
続

災害時要支援者支援体制
の構築

自主防災組織等を中心に高齢者や障がい者など
要配慮者の災害時避難を支援する体制を構築し、
安全な暮らしを実現する。

総務課　

　危機管理室

原子力防災訓練実施事業 原子力災害対応の習熟と防災関係機関の相互協
力体制の強化を図る。

放射線防護施設の整備 伊方発電所で万が一事故が起きた場合に安全に
一時避難できる施設を整備し、住民の安心安全
を確保する。

広報・調査等交付金事業 原子力発電の安全性や最新の動向等に関する調
査研修及び各種広報により、町民に対する原子
力発電に関する正しい知識の普及と理解促進を
図る。

総合政策課　

　原子力政策室

急傾斜地崩壊対策事業 落石及び斜面崩壊の危険性の高い箇所を整備し、
災害に強いまちづくりと安全安心で快適な生活
を実現する。

建設課

　地域整備室　

新
規

非常時の空路支援体制（ヘ
リポート）の整備

非常時等の際、支援物資の輸送や住民の避難及
び救急医療搬送を可能とする空路支援体制の整
備を行う。

総務課　

　危機管理室



第３部 後期基本計画

43

事業名 事業の主な内容・効果 担当部署
3-2-1　交通安全対策の推進
継
続

交通安全施設等整備事業 交通安全施設の整備により、町民の事故防止と
車両の安全走行を容易にする。

総務課　

　危機管理室

交通安全啓発事業 交通安全協会等と連携して交通安全教室等を行
い、交通安全意識の高揚と事故防止につなげる。

高齢運転者の事故防止対
策事業

高齢運転者の事故防止対策を強化することによ
り、事故の未然防止を図り町民の安全を確保する。

3-2-2　地域安全対策の推進
継
続

消費者行政対策事業 消費者に対し必要な情報及び教育の機会を提供
し、また消費者に被害が生じた場合には適切・
迅速に救済する体制を充実し、被害の未然防止・
拡大防止を図る。

町民課　

　環境対策室

防犯対策事業 事件発生率が低い本町において防犯体制を一層
強化し、犯罪の未然防止を図る。

総務課　

　危機管理室

自主防犯活動の支援 地域見守り隊（PTA）、警察協助員などの防犯パ
トロール活動を通して、防犯体制の強化を図る。

教育委員会事務局

　生涯学習室
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推進施策 主要事業

4-1 住環境の充実 4-1-1 住宅の整備

4-1-2 総合的な交通体系の確立

4-1-3 公園の整備

4-1-4 買い物弱者対策の実施

4-2 Ｕ・Ｉ・Ｊターン移住促
進

4-2-1 移住促進

4-2-2 まちづくり人材（人財）の確保
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事業名 事業の主な内容・効果 担当部署
4-1-1　住宅の整備
継
続

町営住宅等整備事業 町営住宅の計画的な改修により、住環境の充実、
定住・移住の促進につなげる。

建設課　

　建設管理室

公営住宅等整備・維持管
理事業

老朽化した設備等の改修・修繕により、住環境
の向上を図る。

木造住宅耐震改修事業 地震に対する住宅の安全性の向上を図るため、耐
震改修に係る費用の一部を助成する。

危険廃屋解体撤去事業 町が認定した危険廃屋の解体費用の一部を助成す
る。

民間建築物アスベスト対
策事業

火災・震災時等におけるアスベストの飛散を防止
するため、含有調査費用の一部を助成する。

集会所整備・維持管理事
業

集会所を整備・維持することで、集会所が地域住
民の交流の場となり、自主避難所としての機能も
発揮する。

空家再生等推進事業
（除却）

危険廃屋の撤去を推進し、避難時の安全確保の向
上を図るため、除却費用の一部を助成する。

空家再生等推進事業
（活用）

空き家住宅の活用により、居住環境の整備改善を
図る。

総合政策課　

　まちづくり戦略室

地域材利用木造住宅建築
促進事業

地域材の需要拡大、木造住宅建築の促進及び定住
の促進を図る。

産業課　

　農林水産室

4-1-2　総合的な交通体系の確立
継
続

公共交通機関の一体的な
整備

スクールバスを活用した地域巡回バスの運行に
より住民の利便性の向上を図るとともに、適宜
運行体系の見直しを行う。

総務課　

　危機管理室

町内公共交通確保対策事
業

地域巡回バスの運行と共に、民間事業者との連
携による交通体系を維持し、地域住民の利便性
向上を図る。

4-1-3　公園の整備
継
続

公園改修整備事業 公園の維持管理と計画的な改修整備を進め、町
民に安らぎと交流の場を提供する。

産業課　

　観光商工室

4-1-4　買い物弱者対策の実施
継
続

買い物弱者対策の実施 日常生活の利便性向上による暮らしやすい環境
を形成し、定住・移住の促進につなげる。

産業課　

　観光商工室
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事業名 事業の主な内容・効果 担当部署
4-2-1　移住促進
継
続

若者向け住宅用地整備事
業

住宅用地の整備により若者の町外転出を抑制す
るとともに、定住促進につなげる。

建設課　

　建設管理室

移住・就業体験の実施 移住に関心のある人に積極的な PR と生活体験
の機会を提供することにより、定住・移住の促
進につなげる。

総合政策課

　まちづくり戦略室

定住促進奨励金事業 町内の空き家を有効活用し、転入者の定住促進
と併せて若者世代をはじめとする町内在住者の
転出抑制を図る。

4-2-2　まちづくり人材（人財）の確保
継
続

地域おこし協力隊の導入 国の地域おこし協力隊制度を導入し、地域の活
性化と人材（人財）確保につなげる。

総合政策課

　まちづくり戦略室

まちづくり人財育成塾の
開設

町の未来を担うまちづくり人材（人財）を育成し、
将来の定住・移住の促進につなげる。

移住促進推進事業 都市生活者のニーズに対応した情報発信を行い、
移住希望者の誘致による交流拡大を図る。
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推進施策 主要事業

5-1 農業の振興 5-1-1 担い手の育成

5-1-2 優良農地の保全

5-2 水産業の振興 5-2-1 担い手の育成

5-2-2 水産業振興への支援

5-3 観光・商工業の振興 5-3-1 観光施設の魅力向上と体験型観光の推進

5-3-2 雇用創出と経済の活性化
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事業名 事業の主な内容・効果 担当部署
5-1-1　担い手の育成
継
続

中山間地域等直接支払制
度・推進事業

農家の収入保障と農業用施設の維持に対し交付
金を交付し、将来にわたって持続的な農業生産
活動を促進する。

産業課　

　農業支援センター

新規就業者支援対策事業 新規就業者への３年間の収入補助を行うことで、
経営技術等の習得を支援し、自立経営を促進す
ることで、農業従事者の確保を図る。

担い手育成総合支援事業 経営改革に取り組む認定農業者（担い手）を支
援し、担い手の育成、確保を図る。補助金によ
り団体活動を支援する。（地域担い手育成総合支
援協議会、認定農業者協議会、青年農業者協議会）

農村環境保全向上活動支
援事業

農道や水路の修繕、清掃などに対し交付金を交
付し、農業の持続的な発展と農村集落の活性化
を図る。

産業課　

　農林水産室

5-1-2　優良農地の保全
継
続

果樹経営支援対策事業 機械の整備や改植、園内作業道等の整備を支援
することで、労働力の軽減・省力化による生産
基盤の改善を図る。

産業課　

　農業支援センター

産業振興促進対策事業 ハウスの整備等を支援することで、柑橘のブラ
ンド化を図り、産地供給力を強化する。

強い農業づくり交付金 共選再編において伊方町に新たな共選を誘致、
建設するとともに、光センサーの機能向上を図
ることで、農業所得の向上と経営安定化につな
げる。

農地地図システム管理 システムによる農地情報の管理により、農地の
有効利用や経営の効率化を促進する。

有害鳥獣対策事業 有害鳥獣捕獲に対する補助や、ＡＩ等の最新技
術（ＡＩ犬等）を活用した猪対策により、農作
物被害の防除を図り、農業振興に寄与する。

労働力確保事業 各地域での雇用促進協議会の立ち上げを支援し、
外部労働力の確保を図る。高齢化、兼業化対策
として、優良園地の保全につながる。

農業経営基盤強化促進事
業

農地の流動化を促進するために、意欲ある農業
者に農地を集積して、農業経営の合理化を図る。

産業課

　農業支援センター

　農業委員会
水利施設整備事業 かんがい排水施設の利用効率の向上、維持修繕

費の低減、施設の寿命延伸を図る。

産業課　

　農林水産室

農地整備事業 制御室より下流の施設の更新を実施し、農家の
負担軽減、施設利用の効率化を図る。
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事業名 事業の主な内容・効果 担当部署
5-2-1　担い手の育成
継
続

新規就業者支援対策事業 新規就業者への３年間の収入補助を行うことで、
経営技術等の習得を支援し、自立経営を促進す
ることで、漁業従事者の確保を図る。

産業課　

　農林水産室

5-2-2　水産業振興への支援
継
続

稚貝稚魚放流事業 アワビ稚貝の放流により、水産資源の確保と漁
業所得の向上を図る。

産業課　

　農林水産室
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事業名 事業の主な内容・効果 担当部署
5-3-1　観光施設の魅力向上と体験型観光の推進
継

続

佐田岬ツーリズム協会連
携事業

ＤＭＯ的な存在である佐田岬ツーリズム協会を
支援し、観光施策の連携を図ることで、体験型
観光の充実と情報発信の一元化に取り組む。

産業課　

　観光商工室

九州（大分県）との観光
連携強化

三崎⇔九州のインバウンド（訪日観光）を含め
た観光連携を図り、観光客の増加につなげる。

佐田岬灯台 PR 事業 四国最西端の地として知名度の高い佐田岬灯台
の周辺整備が完了し、今後は当地域観光のＰＲ
素材として積極的に活用していく。

観光施設グレードアップ
事業

主要な観光施設をグレードアップして、観光客
の満足度を高めるとともに、他地域との競争力
向上を図る。

観光まちづくりイベント
実施事業

伊方町の個性と観光資源を活かした観光まちづ
くりイベントを開催することにより、交流人口
の拡大と町の知名度アップを図る。

地域活性化イベント支援
事業

地域グループや各種団体によるイベント実施を
支援することで地域の活性化を進める。

イルミネーション事業 イルミネーションの設置により「明るく楽しい
町」を広くＰＲし、町のイメージアップを推進
する。

新

規

佐田岬キャンプの聖地化
事業

海、山、空、星、食材、空気、佐田岬の自然を
体験できる特別な野外生活を提供することで、
キャンプの聖地化を進める。

瀬戸頂上ライン整備事業 観光客の増加と滞在時間増加により、伊方ファ
ンの増加を目指す。

瀬戸アグリトピアリニュー
アル事業

施設のリニューアル（宿泊棟の工事、バリアフ
リー化）や利用率が低い建物の効果的な活用な
ど、来館者の安全快適化と満足度の向上を図る。

産業課　

　農林水産室
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事業名 事業の主な内容・効果 担当部署
5-3-2　雇用創出と経済の活性化
継
続

商工業振興事業 商工業の総合的な発展と地域振興全般に重要な
役割を果たす商工会の活動を支援し、地域経済
の活性化に寄与する。

産業課　

　観光商工室

中小企業振興資金利子補
給事業

資金融資を円滑にし、中小企業の振興を図る。

事業継承システムの構築 事業経営者の高齢化による廃業や事業所の減少
等のリスクを回避するため、関係機関が連携し
て、町内に働く場所を維持しつつ、町内外の新
たな知見による経営改善を促す。

起業家への支援 起業に意欲的な人への総合的な支援を実施し、
地域産業の活性化、雇用拡大につなげる。

特産品開発支援事業 新たな特産品開発による地場産業の育成・強化を
図り、地域産業の活性化と雇用拡大に取り組む。

奨学金返還者支援企業等
補助制度

奨学金返還者を支援し、優秀な人材（人財）確
保につなげる。

総合政策課　

　まちづくり戦略室

新
規

企業及び研究施設の誘致 町内での創業への働きかけを積極的に進め、地
域産業の活性化と雇用拡大を図る。ＩＣＴを重
点的に活用することで、サテライトオフィスや
テレワーク人材を誘致する。
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推進施策 主要事業

6-1 学校教育の充実 6-1-1 確かな学力と郷土愛を備える人材（人財）の育成

6-1-2 登下校時の安全確保

6-1-3 教育設備・施設の充実

6-1-4 適切な教育機会の提供

6-1-5 「社会を生き抜く力」を養う新たな活動の実施

6-2 生涯学習・生涯スポーツ
の活性化

6-2-1 学習意欲の啓発と支援体制の充実

6-2-2 生涯スポーツ活動の普及

6-2-3 青少年の健全育成

6-2-4 公民館及び自治公民館活動の充実

6-2-5 新たな学習活動の実施

6-3 伝統・文化の継承と発展 6-3-1 伝統文化の保存・継承

6-3-2 「地域博物館構想」の推進

6-3-3 文化活動の活性化
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事業名 事業の主な内容・効果 担当部署
6-1-1　確かな学力と郷土愛を備える人材（人財）の育成
継
続

総合学習（ふるさと学習
推進）事業

ふるさと学習資料の作成による授業等を行うこ
とにより、特色ある学校経営や地域の産業や文
化を知る教育活動に努めるとともに、子どもた
ちの郷土愛、人間愛を育成する。

教育委員会事務局

　学校教育室

外国語青年招致事業 中学校では英語によるコミュニケーション能力
の育成、小学校では知識の学習だけでなく、体
験を通して国際感覚を醸成する。

教育活動指導員設置事業 中学校に英語・数学、複式学級のある小学校に
教育活動指導員を配置することにより、個々の
到達度に応じた「わかる授業」を行い、児童・
生徒が学ぶ喜びと自己実現を実感する。

特別支援教育支援員設置
事業

支援の必要な児童・生徒の教育的ニーズを個別
に把握し、その持てる力を高めることにより、
生活や学習上の困難の改善・克服を図る。

児童生徒等の心のケア事
業

スクールカウンセラー、ハートなんでも相談員、
スクールソーシャルワーカー等を活用して、い
じめ問題、不登校や児童生徒の問題行動等の予
防・発見・解消とともに、保護者や教員の意識・
指導の向上を図る。

町教育会補助金 教職員が教科等に関する最新の専門知識や指導技術
を身につけることにより、児童生徒の学力向上を図る。

学校評価委員、学校関係
者評価委員設置事業

学校の優れた取り組みや課題、改善方策を明確
にする。

本部の設置拡大 地域学校協働本部を町全体に拡大し、学校と地
域の連携を強化する。

教育委員会事務局

　生涯学習室

新
規

キャリア教育推進事業 小学校の段階からキャリア教育に目を向け、中
学校で職場体験学習をすることで、仕事に対す
る意識を高め、学ぶ目的意識の向上につながる。

教育委員会事務局

　学校教育室
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事業名 事業の主な内容・効果 担当部署
6-1-2　登下校時の安全確保
継
続

地域ぐるみの学校安全体
制整備推進事業（スクー
ルガードリーダー）

スクールガードリーダーが各校を巡回し、見守
る組織づくり、登下校の安全確保などの指導を
行うことにより、学校・家庭・地域が連携して
子どもの安全を見守る活動・体制整備を図る。

教育委員会事務局

　学校教育室

スクールバス整備・運行
委託事業

スクールバスの運行により、児童生徒の通学時
の安全を確保する。

6-1-3　教育設備・施設の充実
継
続

学校施設の適切な維持管
理

ゆとりと潤いのある教育環境の維持管理を行い、
学習意欲の向上と学校生活の充実を図る。

教育委員会事務局

　学校教育室

情報教育機器整備等事業 パソコンやタブレットの設備更新、校内 LAN な
どの通信環境を更新するとともに、プログラミ
ング研修等の充実を図ることにより、「情報活用
能力」を育成する。

学校給食センターの適切
な維持管理

適切な維持管理により、児童生徒に安全で安心
な給食を提供する。

教育委員会事務局

　学校給食センター

新
規

三崎高校町営寄宿舎事業 三崎高校町営寄宿舎の整備に伴う管理運営を行
うことにより、三崎高校の存続に寄与する。

教育委員会事務局

　学校教育室

6-1-4　適切な教育機会の提供
継
続

教育振興補助事業 町内小・中学校入学、中学校卒業後の高校入学、
就職時の保護者負担軽減により、定住促進と将
来の伊方町を支える人材（人財）育成を図る。

教育委員会事務局

　学校教育室

準要保護児童生徒就学援
助事業

経済的理由により就学困難な児童生徒に必要な
支援を行い、負担を軽減する。

奨学金貸与事業 経済的理由により就学困難な生徒に教育を受け
る機会を提供する。

教育環境の適正化 少子化に対応したより良い教育環境を整え、児
童生徒の健全育成を図る。

6-1-5　「社会を生き抜く力」を養う新たな活動の実施
継
続

外国語学習機会の確保 保育、小・中学校、高校の英語学習を充実し、
幼児期から英語に親しみ、グローバル化する時
代に必要な能力を養う。

教育委員会事務局

　学校教育室

　生涯学習室

新
規

廃校施設の有効活用 廃校となった学校の教室を起業希望者（ベン
チャー企業含む）向けに、貸しオフィスとして
低価格で提供することで、起業意欲の向上やベ
ンチャー企業の誘致促進を図る。さらに、中学
生の職場体験の場としても活用が可能となり、
既存企業以外の職種にも触れることができ、将
来の職業の視野拡大につなげる。

総合政策課

　まちづくり戦略室

教育委員会事務局

　学校教育室
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事業名 事業の主な内容・効果 担当部署
6-2-1　学習意欲の啓発と支援体制の充実
継
続

学習ニーズの把握 町民の学習ニーズを把握し、地域や年代に応じ
た生涯学習事業を展開する。

教育委員会事務局

　生涯学習室

人材育成事業 先進地への現地視察、実践事例の講演会などに
より、町民の学習意欲を喚起する人材（人財）
を育成する。

生涯学習推進大会 各種団体が互いの実践活動の状況や課題を発表
し、生涯学習推進の方策を研究する。

社会教育関係団体の育成 社会教育関係団体の活動助成や指導者養成によ
り、町民の生涯学習活動を支援する。

新
規

読書機会の拡充
（図書機会の拡充）

図書館のホームページで、地域・団体・学校等
との連携によるサービス向上を図る。また、電
子図書館の導入により、来館することなく図書
の利用が可能となる。

教育委員会事務局

　図書館

6-2-2　生涯スポーツ活動の普及
継
続

社会体育施設の環境整備 老朽化施設を順次改修し、スポーツを通じて町
民の健康管理、体力の維持・増進を図る。

教育委員会事務局

　スポーツ推進室

スポーツ推進員の育成 スポーツ推進員を養成し、地域のさまざまなス
ポーツ活動の活性化の中心となるリーダーを育
成する。

スポーツ活動の活性化 スポーツ活動の活性化により、人と人との交流、
健康増進や豊かな生活文化の向上を図る。
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事業名 事業の主な内容・効果 担当部署
6-2-3　青少年の健全育成
継

続

青少年健全育成活動 団体等の青少年健全育成活動支援を通じて学校・
家庭・地域関係機関との連携を強化し、学校内
外での支援や具体的な方策検討、児童生徒の問
題行動への適切な対応を図る。

教育委員会事務局

　学校教育室

6-2-4　公民館及び自治公民館活動の充実
継

続

自治公民館活動の推進・活
性化

地域内に公民館主事を設置し各自治公民館活動
の推進と地区内の交流を図る。また、自治公民
館活動に対し助成金を交付し、各地区における
活動の活性化を図る。

教育委員会事務局

　中央公民館

社会教育施設の維持管理 町民がいつでも安心して利用でき、生活文化の
向上や交流の場としての機能が期待できる。

教育委員会事務局

　中央公民館

　町見公民館

　瀬戸公民館

　三崎公民館
公民館等解体及び跡地利
用の検討

解体後の跡地について、地域の活性化に資する
活用を図る。

教育委員会事務局

　瀬戸公民館

6-2-5　新たな学習活動の実施
継

続

子ども英語スクール 英語学習を始めていない児童を対象に、国際交
流員と一緒に英語に慣れ親しんでもらい、”英語
学習＝楽しい”という感覚を持ってもらうこと
で、英語学習のスムーズな導入へとつながる。

教育委員会事務局

　中央公民館

　瀬戸公民館

　三崎公民館
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事業名 事業の主な内容・効果 担当部署
6-3-1　伝統文化の保存・継承
継
続

文化財への関心と保護意
識の醸成

文化財を身近に認知することで、文化財の背景に
ある郷土の歴史や文化への理解関心を高め、ひい
ては郷土への愛着や誇りの創出へとつなげる。

教育委員会事務局

　生涯学習室

　町見郷土館

専門的人材（人財）の育
成

幅広い文化財分野とその各施策に対応できる人
材を確保することにより、町の文化財保存を遅
滞なく効果的に推進する。

地域の伝統行事存続事業 佐田岬半島に伝えられる民俗行事等の実態や伝
承を記録し、また年長者の対話等を通じて後継
者世代に伝えることで、文化を継承する機運を
盛り上げる。

「三崎のアコウ」保存環境
整備

天然記念物「三崎のアコウ」を将来にわたって
保存するための環境整備方針を明確にして、確
実な保存を進める。

6-3-2　「地域博物館構想」の推進
新
規

佐田岬半島博物館（仮）整
備事業

佐田岬半島固有の文化や自然を調査・保存し、
展示等を通じて情報を発信する博物館が整備さ
れることで、町民の地域愛高揚、町外者へのイ
メージ向上を図る。

教育委員会事務局

　生涯学習室

　町見郷土館

6-3-3　文化活動の活性化
継
続

文化活動意欲を喚起する
取り組み

活動の発表や本物（アーティスト等）に触れる
機会を設けるなど、町民の活動意欲を喚起し、
文化活動の活性化を図る。

教育委員会事務局

　生涯学習室

文化団体育成事業 団体の相互交流により、文化活動の活性化を推
進する。

教育委員会事務局

　中央公民館

　瀬戸公民館

　三崎公民館
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推進施策 主要事業

7-1 人権尊重・男女共同参
画社会の推進

7-1-1 正しい人権意識の定着

7-1-2 男女共同参画社会の推進

7-2 地域間交流・国際交流
の推進

7-2-1 交流活動の拡充

7-2-2 国際交流の推進

7-3 協働のまちづくりの推
進

7-3-1 自治活動の活性化

7-3-2 町民参画の推進

7-3-3 簡素で効率的な行政の推進

7-3-4 計画的な財政運営



第３部 後期基本計画

63

事業名 事業の主な内容・効果 担当部署
7-1-1　正しい人権意識の定着
継
続

人権・同和教育懇談会、人
権フェスタ等の開催

人権教育の基底である同和教育懇談会を通して、
同和問題の解決とあらゆる差別問題解消のため
の啓発を図る。

教育委員会事務局

　生涯学習室

人権・同和教育地域推進
員研修会、行政職員研修
会等

地域社会に人権文化を根付かせる研修会の開催、
先進地視察、県外研修への参加を通じて人権意
識の向上を図り、同和問題の解決とあらゆる差
別問題の解消を促進する。

社内（企業）人権・同和
教育研修会、管理職・教
職員研修会

企業や学校における研修会や地域の学習活動へ
の積極的な参加を支援し、企業における人権尊
重の職場づくりとともに学校の教職員と町民が
一体となった人権・同和教育を推進する。

町民意識調査の実施 人権に関する町民意識調査により、人権に関す
る正しい理解を深め、また、啓発活動の成果を
把握する。

「人権尊重の町づくり条
例」の周知

学級・講座・社会教育関係団体等を通じて全町
民が正しい人権意識を持ち、人権尊重のまちづ
くりを実現する。

教育委員会事務局

　生涯学習室

総務課

　人権対策室
暴力や虐待等に関する相
談・支援体制の充実

人権侵害の被害者への相談・支援体制の充実に
より、暴力や虐待などを防止する。

保健福祉課　

　福祉対策室

7-1-2　男女共同参画社会の推進
継
続

男女共同参画推進事業 計画に基づき、男女がお互いの人権を尊重しつ
つ、ともに喜びも責任も分かち合いながら、そ
の個性と能力を充分に発揮しあい、皆がいきい
き暮らせる男女共同参画社会づくりを推進する。

総務課　

　総務管理室

教育委員会事務局

　生涯学習室

エンパワーメントの向上
に関する学習機会の提供

女性の積極性や能力開発（エンパワーメント）
の機会を増やし、また、ネットワークを広げ、
多様な能力を身につけ、あらゆる場面で男女が
参画できる社会を構築する。

教育委員会事務局

　生涯学習室

ワーク・ライフ・バラン
スの普及啓発

町民、事業者、地域への啓発により、仕事と生
活の調和を実現する。

産業課

　観光商工室

女性の登用促進事業 審議会等において女性の積極的な登用を進め、
男女共同参画社会の実現に寄与する。

全課
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事業名 事業の主な内容・効果 担当部署
7-2-1　交流活動の拡充
継
続

伊方町小学生国内派遣事
業

姉妹町村を締結する北海道泊村への小学生派遣
による文化、人的交流等を通じて、まちの将来
の発展及び幅広い見識や行動力のある人材（人
財）を育成する。

教育委員会事務局

　生涯学習室

青少年交流事業 「きなはいや伊方まつり」に合わせて北海道泊村
から派遣される「子ども親善大使」と町内の小
学生との文化、人的交流等を通じて、まちの将
来の発展及び幅広い見識や行動力ある人材（人
財）を育成する。

7-2-2　国際交流の推進
継
続

国際交流員（CIR）招致事
業

米国から国際交流員（CIR）を招致し、町内の
保育所や小・中学校への英語指導、地域イベン
トへの参加などを通じて、町民の国際感覚の養
成を支援する。

教育委員会事務局

　生涯学習室

国際交流協会の活動促進 レッドウイング市（米国）など外国との国際交
流事業や地域に住む外国の方との交流事業を通
じて、子どもからお年寄りまでがまちを見つめ
直すことで、ふるさとづくり、人づくりにつな
げる。
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事業名 事業の主な内容・効果 担当部署
7-3-1　自治活動の活性化
継
続

町民の自治意識の啓発 自治公民館活動などを通じて、個人や地域で身
近な問題を解決し、自主的なまちづくりを図る。

教育委員会事務局

　中央公民館

町民の自治活動への支援 自治会、NPO、まちづくり団体などへの活動支援・
人材（人財）育成のほか、地域への行政事業の
委託や自治事業費の助成などを通じて、地域の
自治活動の活性化を図る。

教育委員会事務局

　中央公民館

総合政策課

　まちづくり戦略室

集落機能強化事業 集落の魅力や課題を見つめ直し、独自の計画策
定を推進することで、集落の活性化や担い手の
確保を図るとともに、集落機能が低下する恐れ
のある集落については、近隣集落との事業連携
を推進する。

総合政策課

　まちづくり戦略室

7-3-2　町民参画の推進
継
続

情報公開・広報広聴事業 広報誌やホームページ、SNS を活用し、積極的
に町の情報を発信することにより、町民の行財
政への理解を高める。

総合政策課

　政策秘書室

地域意見の反映 区長会や地区担当連絡員の設置により、各地区
の要望等を行財政運営に積極的に反映すること
ができる。また、町の施設に「行政サービス改
善に関する提言」をいただく手段の設置を行う
ことで、町民等からの意見を直接拾い上げるこ
とも可能となる。

町民参画の促進 各種審議会や委員会等に公募制の導入、政策協
議や行政事業評価への町民参画の促進などを通
じて、各種計画の策定段階から町民意向を積極
的に反映する。

全課

新
規

新伊方町誌の編集 新伊方町誌の編集を行うことにより、町政の史
実的な記録を残すことに資する。

総合政策課

　政策秘書室
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事業名 事業の主な内容・効果 担当部署
7-3-3　簡素で効率的な行政の推進
継
続

行政職員の技能向上 職員の政策立案能力・職務遂行能力の向上によ
り、町民サービスの向上を図る。

総務課　

　総務管理室

組織・機構の見直し 事務事業の迅速かつ的確化により、町民サービ
スの向上を図る。

人事管理システムの構築 町民サービス向上のため、最小の経費で最大の
効果をあげる行政体制を確立する。

広域行政（一部事務組合
等）の再構築及び推進

機能的な組織運営と効果的な行政運営を図る。

行政情報システム整備・維
持管理事業

町民サービスの一層の向上と業務の効率化を図
る。

総務課

　行政情報化推進室

民間活力の導入 事業アイデアや町内企業の人材を地域に呼び込
み、課題解決型の事業展開を支援する。町の事
業全般にわたって民間委託等を積極かつ計画的
に推進し、事務の効率化・コスト削減を図る。

全課

7-3-4　計画的な財政運営
継
続

町有財産の固定資産台帳
整備事業

公会計制度導入に伴い、国の基準による正確な
固定資産台帳の整備を図る。

会計室

財政の健全化 合併効果を最大限に活かし、重点的な財政投資、
経費の合理化・適正化を図る。

総合政策課

　財政管理室

遊休公有地の利活用 町内に点在する遊休公有地（町有財産）の有効
活用により、町民の利便性向上や地域振興等を
図る。

総合政策課

　まちづくり戦略室
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分野 氏名 備考

識見を有する者
保健・医療・福祉 宇都宮　久記

教育・文化 藤川　美喜 副会長

産業振興（農業） 亀井　元起

産業振興（漁業） 阿部　勇二 会　長

子育て支援 山本　昌美

公共的団体等の役員
区長会 木下　強

民生児童委員協議会 二宮　幸代

民生児童委員協議会 泉　裕重

老人クラブ連合会 濵口　市作

女性団体連絡会 中田　八千代

商工会 井上　喜樹

ＮＰＯツーリズム協会 宇都宮　圭

藤川　美喜
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年月日 会議等 議題等

令和２年 　7 月 20 日
～ 8 月 11 日 伊方町後期基本計画まちづくりに関するアンケート調査

10 月   8 日 第１回伊方町職員研修

10 月 21 日 町長インタビュー 伊方町長　高門清彦

10 月 21 日 教育長インタビュ－ 伊方町教育委員会
教育長　中井雄治

11 月   4 日 第１回伊方町総合計画審議会

・伊方町第２次総合計画後期基
  本計画の策定について
・アンケート調査の結果について
・今後のスケジュールについて

11 月   6 日 第２回伊方町職員研修

11 月 21 日 次世代につなげるまちづくり　みらいづくりワークショップ

令和 3 年 1 月 26 日 第２回伊方町総合計画審議会 ・伊方町第２次総合計画後期基
  本計画素案について

1 月 27 日 答申

1 月 29 日
～ 2 月   8 日 パブリックコメント

3 月 16 日 伊方町議会 ・伊方町第２次総合計画後期基
  本計画の決定




